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議案第１９号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

（平成２２年度習志野市一般会計補正予算（第６号）） 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害の復旧に要

する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕が

なかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため、

承認を求めるものです。 

 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ４８７億４,８７６万８千円 

           補正額     ８,０００万円 

           補正後 ４８８億２,８７６万８千円 

（歳出概要） ・災害復旧事業（道路） 

 

２ 繰越明許費補正 

  （追加）                        （単位：千円） 

款 項 事  業  名 金額 

8 土木費 2 道路橋りょう費 災害復旧事業(道路) 80,000 

 

３ 債務負担行為補正 

  （追加）                        （単位：千円） 

事        項 期間 限度額 

(財)習志野文化ホール復旧工事費助成金 14 年 80,000 

 

（専決処分日） 平成２３年３月２４日 

 

 

 

議案第２０号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

（平成２２年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）） 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害の復旧に要

する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕が

なかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため、

承認を求めるものです。 

 

１ 歳入歳出補正予算 補正前  ７８億９,９００万円 

           補正額     ６,０００万円 

           補正後  ７９億５,９００万円 

（歳出概要） ・災害復旧事業（下水道） 

 

２ 繰越明許費補正 

  （追加）                        （単位：千円） 

款 項 事  業  名 金額 

1 下水道事業費 2 事 業 費 災害復旧事業(下水道) 60,000 

 

（専決処分日） 平成２３年３月２４日 
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議案第２１号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

（平成２３年度習志野市一般会計補正予算（第１号）） 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害の復旧に要

する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕が

なかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため、

承認を求めるものです。 

 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ５１３億２,０００万円 

           補正額   ２億７,３７０万円 

           補正後 ５１５億９,３７０万円 

（歳出概要） ・災害復旧事業（老人福祉施設・心身障害児通園施設・ 

海浜霊園・クリーンセンター・道路・公園・ 

谷津干潟自然観察センター・市営住宅・ 

総合教育センター・小学校・中学校・幼稚園・ 

図書館・体育施設） 

        ・災害対応事業（庁舎管理） 

 

（専決処分日） 平成２３年４月１日 

 

 

 

議案第２２号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

（平成２３年度習志野市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）） 

 平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害の復旧に要

する予算の補正を行うに当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕が

なかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため、

承認を求めるものです。 

 

１ 歳入歳出補正予算 補正前  ７２億２,７００万円 

           補正額  １２億円 

           補正後  ８４億２,７００万円 

 

（歳出概要） ・災害復旧事業（下水道） 

 

 

（専決処分日） 平成２３年４月１日 
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議案第２３号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

（習志野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について） 

健康保険法施行令等の一部を改正する政令の平成２３年３月３０日公布、同年

４月１日施行に伴い、習志野市国民健康保険条例の一部を改正し、平成２３年４

月１日から施行するに当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がな

かったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため、

承認を求めるものです。 

 

健康保険法施行令の一部改正等に伴い、出産育児一時金を次のように改定しま

した。 

 

 

出産育児一時金 

現 行 改正後 

 

４２０，０００円 

 

 

 

 

４２０，０００円 

 

① H21.10.1から H23.3.31までの間、

暫定的に 40,000 円引き上げ支給し

ていたものを政令改正に合わせて

恒久化する。 

 

② 一律に支給していた産科医療補

償制度に係る加算分（30,000 円）を

同制度の該当者に対してのみ加算

して支給することとする。 

 

 

 

 

（専決処分日） 

平成２３年３月３１日 

（施行期日等） 

平成２３年４月１日から施行し、施行日以後の出産に係る出産育児一時金から

適用します。 
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議案第２４号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

（習志野市税条例の一部を改正する条例の制定について） 

平成２３年３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した者に

対する市税の減免を速やかに行う必要があるため、習志野市税条例の一部を改正

するに当たり、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことから、

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分したため、承認を求めるもの

です。 

 

 市民税、固定資産税及び都市計画税の減免に関する取扱いに関し、特例を定め

ました。 

現  行 

１ 減免の対象 

①市民税 

東北地方太平洋沖地震により自らの生命、身体、家屋に著しい損害を受けた者

（条例第５１条第１項第５号の「特別の事由があるもの」に該当） 

②固定資産税及び都市計画税 

市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた固定資産 

２ 減免の申請 

減免を受けようとする者は、納期限前 7 日までに、申請書にその減免を受けよ

うとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

３ 減免事由の消滅の申告 

減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長

に申告しなければならない。 

 

（新 設） 

（東北地方太平洋沖地震に係る市民税、固定資産税及び都市計画税の減免の特例） 

上記２による申請書の提出及び３による減免に係る事由が消滅した場合におけ

る申告を省略することができる。 

 

 

（専決処分日） 

平成２３年５月６日 

（施行期日） 

公布の日から施行します。 
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議案第２５号 監査委員の選任につき同意を求めることについて 

地方自治法第１９６条第１項の規定に基づき、議会の同意を求めるものです。 


